
平成３０年度中津地区における薬局薬剤師の在宅業務推進事業

在宅医療・介護関係者のみなさま

を利用してみませんか？
事業実施期間：平成３０年９月～１２月（訪問開始から２ヶ月以内）

薬の管理が
できない

薬が
余っている

飲み忘れて
しまう

でも薬局に
行けない

既に薬剤師が訪問を実施している患者さまは、本事業の対象外となり
ますのでご了承ください。

本事業で使用する様式等は、北部保健所ホームページから
ダウンロードしてください。

本事業による訪問は、医療保険、介護保険の枠外で実施しますので、
訪問に関する患者さまの自己負担はありません。

本事業の詳細につきましては、裏面のフローチャートをご覧ください。

中津薬剤師会

大分県北部保健所 （住所）中津市中央町１－１０－４２
TEL:0979-22-2210 FAX:0979-22-2211

（住所）中津市大貞371-290 コーポ泰平2F
（大貞薬局） TEL:0979-27-6755 FAX:0979-27-6756



平成３０年度中津地区における薬局薬剤師の在宅業務推進事業

「薬剤師のおためし訪問」事業フローチャート

事業実施前の
事前準備

対象患者 在宅業務従事者

「薬剤師のおためし訪問」を提案説明

「薬剤師が訪問することの同意
（同意書（様式1-2）への記名・押印）

対象患者

担当薬剤師

在宅業務従事者

「様式1-1おためし訪問実施依頼書」
「様式1-2おためし訪問実施同意書」（コピー）
を提出

訪問終了後、紹介者（訪看・ケアマネ等）は
「様式5おためし訪問実施評価票」を提出

可能であれば主治医に
連絡・承諾を得る

患者宅を訪問した都度「様式4おためし
訪問実施報告書」を作成・提出

1

6

5

薬局（薬剤師）と紹介者（訪看・ケアマネ等）
が連携して訪問・説明・患者支援を実施
※可能な限り、紹介者が同行し訪問することが望ましい。

3

4
個人情報を利用することの同意。
（「様式3おためし訪問に関する
同意書」への記名・押印）

主治医

訪問前に、患者宅へ訪問する旨を連絡して
同意を得た後、「様式2おためし訪問に関す
る連絡票」を提出

2

5 患者宅を訪問した都度「様式4おためし
訪問実施報告書」を作成・提出

在宅業務可能
薬局

患者と薬剤師
のマッチング

訪問終了後、
様式6を提出

紹介者へ「様式2おためし訪問に関する連絡
票」を提出2

中津薬剤師会と北部保健所では、地域住民の薬の適正使用を推進するため、「薬剤師のおためし
訪問」を実施します。

既に薬剤師が訪問を実施している患者さまは、本事業の対象外となりますのでご了承ください。

本事業で使用する様式等は、北部保健所ホームページからダウンロードしてください。


